
 

 

 

 

 

 

 

第２章 地下水の水質状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅰ 概要 

地下水の水質測定は、概況調査（市内全域の井戸を対象とした調査）、継続監視調査（トリクロ

ロエチレン等による地下水の汚染状況を把握するため、これまでに汚染が確認された井戸等を対

象とした調査）等について実施した。また、工場・事業場に対する監視・指導を行い、揮発性有

機化合物等の汚染実態と汚染源の追跡及び汚染の未然防止に関する調査を実施した。 

 

Ⅱ 背景 

地下水に係る環境問題としては、従来、地下水の過剰汲み揚げ等に起因する地盤沈下が主に取

り上げられていたが、米国の調査（米国環境白書1980）や我が国の調査事例から、揮発性有機化

合物による地下水汚染が懸念されるようになった。トリクロロエチレン等の揮発性有機化合物は、

優れた洗浄性から脱脂洗浄溶剤やドライクリーニング溶剤として広く使用されている。 

本市を含む全国15都市を対象に環境庁が行った「昭和57(1982)年度環境庁地下水汚染実態調査」

により、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及び1,1,1-トリクロロエタン（四塩化炭素

を含めて以下、「トリクロロエチレン等」という。）による汚染が、予想以上に広がっていること

がわかった。 

これを契機に、国では昭和59(1984)年2月に「水道水の暫定水質基準」（厚生省）、同年8月には

「トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針」（環境庁）等を定めた。その後、平成元（19

89）年4月には「四塩化炭素の排出に係る暫定指導指針」（環境庁）等を定めるとともに、平成元(

1989)年10月からは、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン、平成5（1993）年12月には、

ジクロロメタン、チウラム等の13項目が法に定める有害物質に追加され、公共用水域への排出及

び地下への浸透が規制されるようになった。また、平成8(1996)年6月には、汚染された地下水の

浄化制度を規定するとともに、平成9(1997)年3月には、地下水の水質汚濁に係る環境基準を告示

し、平成11(1999)年2月には、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素の3項目を環境基準

項目に追加した。平成21(2009)年11月には、シス-1,2-ジクロロエチレンから1,2－ジクロロエチ

レンへの項目変更、クロロエチレン及び1,4－ジオキサンの2項目が環境基準項目に追加され現在2

8項目が環境基準項目となっている。 

本市では、昭和58(1983)年度から地下水質調査を継続して行っており、トリクロロエチレン等

による汚染実態を把握し、その適正管理を指導している。平成9(1997)年10月には名古屋市の電気

機械器具製造工場における地下水汚染が発端となり、地下水汚染問題が大きく扱われるようにな

った。本市においては、電気機械器具製造業の事業者に対して自主的な調査を実施するように指

導するとともに、各事業所周辺の地下水調査を行っている。周辺で汚染が確認された井戸につい

ては継続的な調査を実施し、推移を確認するとともに、事業所内で汚染が確認された地点につい

ては、事業者の自主的な浄化に対する指導・助言を行っている。 

また、平成13(2001)年9月に川崎市環境保全審議会から「川崎市における地下水保全対策のあり

方」の答申を受け、平成14(2002)年7月に「川崎市地下水保全計画」（平成24(2012)年10月からは

「川崎市水環境保全計画」）を策定した。 
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Ⅲ 地下水質調査結果 

１ 調査種類 

地下水質調査の種類は次のとおりである。 

(1) 測定計画 

法第16条により、神奈川県が作成した「地下水質測定計画」に基づき実施するものである。 

ア 概況調査 

(ｱ) 定点調査 

地下水の流動等を勘案し、長期的な観点から水質の経年的な変化を確認するため、市

内の18地点の定点において隔年で9地点ずつ調査する。 

(ｲ)メッシュ調査 

未把握の地下水汚染を発見するための調査で、市内を2kmメッシュに分割し、メッシュ

内に存在する井戸を原則1つ選定し、4年間で全メッシュの井戸の水質を調査する。 

イ 継続監視調査 

過去の調査で汚染が確認された地点について、汚染が確認された項目を継続的に監視す

るために調査する。 

(2) 市計画 

市内の地下水の汚染状況について、「地下水質測定計画」を補完する形で、継続監視調査地

点の周辺、過去に汚染があり改善した地点及び土壌汚染対策法等に基づく報告から汚染が確

認されている地点の周辺を重点的に調査する。 

(3) 汚染井戸継続調査 

汚染井戸継続調査は、汚染地区の工場・事業場の指導に役立てるため、必要と認められる

地区を対象に実施している。 

(4) 特定有害物質等製造等事業所調査 

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例（以下「条例」という。）第79条に規定する

特定有害物質等を製造し、使用し、保管し、若しくは処理する事業者又は過去においてこれ

らの行為を行った事業者のうち、東京大師横浜線以西の製造業を営む一定規模（資本金１億

円、従業員数300名）以上の事業者及び事業所の敷地内における地下水の汚染に起因して排水

又は公共用水域の水質への汚染のおそれが認められる事業者については、当該工場・事業場

敷地内の地下水の水質汚濁の状況を把握する責務を有することから、これらの工場・事業場

の地下水の汚染状況を確認するために実施するものである。 

 

２ 調査内容 

令和2(2020)年度に実施した地下水質調査は次のとおりである。 

(1) 測定計画 

ア 概況調査 

(ｱ) 定点調査 

ａ 実施日 

令和2(2020)年10月5日、8日、15日、19日、21日（採水日） 
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ｂ 調査地点 

9地点（図Ⅱ－1） 

ｃ 調査項目（34項目） 

<1> カドミウム <2> 全シアン <3> 鉛 <4> 六価クロム <5> 砒素  

<6> 総水銀 <7> アルキル水銀 <8> ＰＣＢ <9> ジクロロメタン 

<10>四塩化炭素 <11>クロロエチレン <12>1,2-ジクロロエタン 

<13>1,1-ジクロロエチレン <14>1,2-ジクロロエチレン 

<15>1,1,1-トリクロロエタン <16>1,1,2-トリクロロエタン  

<17>トリクロロエチレン <18>テトラクロロエチレン <19>1,3-ジクロロプロペン 

<20>チウラム <21>シマジン <22>チオベンカルブ <23>ベンゼン 

<24>セレン <25>硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 <26>ふっ素 <27>ほう素  

<28>1,4-ジオキサン <29>電気伝導率 <30>ｐＨ <31>水温 <32>臭気  

<33>外観 <34>水位及び深度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－1 地下水質調査地点図（測定計画定点調査） 
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(ｲ) メッシュ調査 

ａ 実施日 

令和2(2020)年10月5日、8日、13日、15日、19日、21日（採水日） 

ｂ 調査地点 

市内9地点（図Ⅱ－2） 

ｃ 調査項目（44項目） 

<1> カドミウム <2> 全シアン <3> 鉛 <4> 六価クロム <5> 砒素  

<6> 総水銀 <7> アルキル水銀 <8> ＰＣＢ <9> ジクロロメタン 

<10>四塩化炭素 <11>クロロエチレン <12>1,2-ジクロロエタン  

<13>1,1-ジクロロエチレン <14>1,2-ジクロロエチレン  

<15>1,1,1-トリクロロエタン <16>1,1,2-トリクロロエタン  

<17>トリクロロエチレン <18>テトラクロロエチレン <19>1,3-ジクロロプロペン 

<20>チウラム <21>シマジン <22>チオベンカルブ <23>ベンゼン 

<24>セレン <25>硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 <26>ふっ素 <27>ほう素  

<28>1,4-ジオキサン <29>電気伝導率 <30>ｐＨ <31>水温 <32>臭気 

<33>外観 <34>水位及び深度 <35>アルカリ度 <36>ケイ酸 <37>全鉄  

<38>塩化物イオン <39>硝酸イオン <40>硫酸イオン <41>ナトリウム  

<42>マグネシウム <43>カリウム <44>カルシウム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－2 地下水質調査地点図（測定計画メッシュ調査） 
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イ 継続監視調査 

(ｱ) 実施日 

令和2(2020)年10月5日、8日、13日、15日、19日、21日、11月12日（採水日） 

(ｲ) 調査地点 

過去の調査で汚染が確認されている28地点（図Ⅱ－3） 

(ｳ) 調査項目 

次の14項目のうち、汚染状況に応じた項目 

<1>クロロエチレン <2>1,1-ジクロロエチレン <3>1,2-ジクロロエチレン     

<4>1,1,1-トリクロロエタン <5>1,1,2-トリクロロエタン <6>トリクロロエチレン  

<7>テトラクロロエチレン <8>硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素   

<9>電気伝導率 <10>ｐＨ <11>水温 <12>臭気 <13>外観 <14>水位及び深度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－3 地下水質調査地点図（測定計画継続監視調査） 

 

 

(2) 市計画 

ア 実施日 

  令和2(2020)年10月13日、11月9日、12日、17日（採水日） 

イ 調査地点 

過去に汚染が確認された地点周辺の16地点（図Ⅱ－4） 

ウ 調査項目（23項目） 

<1>クロロエチレン <2>1,1-ジクロロエチレン <3>1,2-ジクロロエチレン 

<4>1,1,1-トリクロロエタン <5>1,1,2-トリクロロエタン <6>トリクロロエチレン  

<7>テトラクロロエチレン <8>電気伝導率 <9>ｐＨ <10>水温 
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<11>臭気 <12>外観 <13>水位及び深度 <14>アルカリ度  

<15>ケイ酸 <16>全鉄 <17>塩化物イオン <18>硝酸イオン 

<19>硫酸イオン <20>ナトリウム <21>マグネシウム <22>カリウム 

<23>カルシウム  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－4 地下水質調査地点図（測定計画市計画調査） 

 

(3) 汚染井戸継続調査 

中原区今井上町地区 

ア 実施日 

令和3(2021)年2月17日 

イ 調査地点 

事業場の観測用井戸5地点 

ウ 調査項目(10項目) 

(ｱ) 地下水基準項目等（5項目） 

<1> クロロエチレン  <2> 1,1-ジクロロエチレン  <3> 1,2-ジクロロエチレン 

<4> トリクロロエチレン <5>テトラクロロエチレン 

(ｲ) 一般項目（5項目） 

<1> 電気伝導率 <2> ｐＨ <3> 水温 <4> 外観 <5> 臭気 

    

(4) 特定有害物質等製造等事業所調査 

ア 実施日 

令和2(2020)年7月29日、7月31日、10月1日、11月26日、12月3日（採水日） 

イ 対象事業所 

5事業所 

N

東京都

横浜市

高津区坂戸・二子・北見方・諏訪地区

宮前区犬蔵地区

麻生区片平地区
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ウ 調査地点 

33地点 

エ 調査項目（23項目） 

(ｱ) 地下水基準項目等（18項目） 

<1> クロロエチレン <2> 1,2-ジクロロエタン <3> 1,1-ジクロロエチレン  

<4> 1,2-ジクロロエチレン <5> 1,1,1-トリクロロエタン  

<6> 1,1,2-トリクロロエタン <7>トリクロロエチレン <8> テトラクロロエチレン

      <9> ベンゼン <10> ジクロロエタン <11>四塩化炭素 <12> 1,4-ジオキサン  

      <13> 砒素 <14> ほう素 <15> ふっ素 <16> 総水銀 <17> 鉛                 

          <18> 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 

(ｲ) 一般項目（5項目） 

<1> 電気伝導率 <2> ｐＨ <3> 水温 <4> 外観 <5> 臭気  
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３ 調査結果 

(1) 測定計画調査結果 

ア 調査結果概要 

令和2(2020)年度に実施した概況調査における検出項目及び調査結果は表Ⅱ－1、継続監

視調査における検出項目及び調査結果を表Ⅱ－2に示す。 

 

表Ⅱ－1 検出項目及び調査結果（測定計画概況調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：mg/L)

番号 調査名
トリクロロエ

チレン
テトラクロロ

エチレン

硝酸性窒素
及び

亜硝酸性窒素
ふっ素 ほう素

1 麻生 黒川 - - 1.9 - -

2 麻生 上麻生 - - 0.75 - -

3 麻生 高石 - - 2.7 - -

4 麻生 下麻生 - - 1.2 - -

5 宮前 菅生 - - - 0.16 0.09

6 宮前 馬絹 0.0014 0.0002 7.3 - -

7 中原 下小田中 - - 0.24 0.12 0.04

8 幸 南加瀬 - - 1.7 0.09 0.03

9 川崎 大島 - - - 0.12 0.12

1 川崎 小田 - - - 0.13 0.10

2 幸 南加瀬 - - 1.6 0.24 0.03

3 中原 上丸子山王町 - - 3.6 0.10 0.06

4 高津 梶ヶ谷 - - 10 - -

5 高津 宇奈根 0.0005 0.0016 3.7 0.08 0.03

6 宮前 平 - - 2.8 - -

7 麻生 高石 - - 0.21 - -

8 麻生 下麻生 - - 0.34 - -

9 麻生 黒川 - - - - -

0.01以下 0.01以下 10以下 0.8以下 1以下

0.0002 0.0002 0.10 0.08 0.02

(注１)太枠　　　　は環境基準を達成していないこと、-印は報告下限値を下回っていたことを示す。
(注２)全地点で報告下限値を下回った項目については、記載を省略する。

定
点
調
査

メ
ッ

シ
ュ

調
査

環境基準値

報告下限値

調査地点
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表Ⅱ－2 検出項目及び調査結果（測定計画継続監視調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：mg/L)

番号
クロロエチレ

ン
1,1-ジクロロ

エチレン
1,2-ジクロロ

エチレン
1,1,1-トリク
ロロエタン

1,1,2-トリク
ロロエタン

トリクロロエ
チレン

テトラクロロ
エチレン

硝酸性窒素
及び

亜硝酸性窒素

1 宮前 土橋 - - - - - - - -

2 幸 東古市場 - - 0.010 - - 0.019 -

3 多摩 栗谷 - 0.0007 - - - 0.016 -

4 宮前 南野川 - 9.8

5 多摩 堰 - - - - - 0.0002 0.0075

6 高津 末長 0.0006 - 0.021 - 0.0003 -

7 高津 蟹ヶ谷 - - - - 0.028 -

8 川崎 堤根 0.017 0.0017 0.23 0.0036 0.060 0.082

9 川崎 浜町 0.0023 - - - 0.0002 -

10 宮前 菅生 - - 0.005 - 0.029 0.0003

11 宮前 犬蔵 8.5

12 多摩 堰 - - - - - 0.0016

13 麻生 細山 10

14 宮前 西野川 19

15 高津 久末 9.2

16 宮前 初山 - - 0.0006 - - 0.010

17 高津 梶ヶ谷 0.0027 - - - - -

18 高津 末長 8.0

19 高津 久末 - - - - 0.0084 - 10

20 高津 坂戸 11

21 高津 二子 0.083 0.0003 0.074 - 0.0002 -

22 高津 二子 0.0009 0.0014 0.10 - 0.0067 -

23 幸 小向仲野町 - - 0.0020 - 0.0083 -

24 幸 小向町 - - 0.0005 - 0.0091 -

25 中原 上平間 12

26 宮前 犬蔵 12

27 幸 塚越 0.038 - - - - -

28 高津 梶ヶ谷 0.0017 - 0.0011 - - -

0.002以下 0.1以下 0.04以下 1以下 0.01以下 0.01以下 10以下

0.0002 0.0002 0.0004 0.0002 0.0002 0.0002 0.10

(注１)太枠　　　　は環境基準を達成していないこと、－印は報告下限値を下回っていたことを示す。
(注２)空欄は過去の調査で汚染が確認されていないため、未測定の項目である。

環境基準値

報告下限値

調査地点
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イ 揮発性有機化合物に係る取りまとめ 

(ｱ) 概況調査 

概況調査における揮発性有機化合物の項目別調査結果を表Ⅱ－3に、地下水利用用途別

調査結果を表Ⅱ－4に示す。 

調査した18地点のうち2地点でトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンのいずれか

が検出されたが（検出率：11.1％）、全ての地点で環境基準を達成していた。その他の揮

発性有機化合物はいずれの地点でも検出されなかった。 

 

表Ⅱ－3 項目別揮発性有機化合物調査結果（概況調査） 
 

調 査 項 目 
調  査 

地 点 数 

検 出 地 点 環 境 基 準 超 過 地 点 

地 点 数 検出率(％) 地 点 数 超過率(％) 

ジクロロメタン 18 0 0 0 0 

四塩化炭素 18 0 0 0 0 

クロロエチレン 18 0 0 0 0 

1,2-ジクロロエタン 18 0 0 0 0 

1,1-ジクロロエチレン 18 0 0 0 0 

1,2-ジクロロエチレン 18 0 0 0 0 

1,1,1-トリクロロエタン 18 0 0 0 0 

1,1,2-トリクロロエタン 18 0 0 0 0 

トリクロロエチレン 18 2 11.1 0 0 

テトラクロロエチレン 18 2 11.1 0 0 

1,3-ジクロロプロペン 18 0 0 0 0 

ベンゼン 18 0 0 0 0 

1,4-ジオキサン 18 0 0 0 0 

調 査 実 数 18 2 11.1 0 0 
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表Ⅱ－4 地下水利用用途別揮発性有機化合物調査結果（概況調査） 
 

測定項目 

用途 

 

地点数 

生活用

水 

農業用

水 

営業用

水 
不使用 不明 その他 総数 

クロロエチレン 検出 0 0 0 0 - - 0 

 環境基準超過        

1,1-ジクロロエチレン 検出 0 0 0 0 - - 0 

 環境基準超過        

1,2-ジクロロエチレン 検出 0 0 0 0 - - 0 

 環境基準超過        

1,1,1-トリクロロエタン 検出 0 0 0 0 - - 0 

 環境基準超過        

トリクロロエチレン 検出 2 0 0 0 - - 2 

 環境基準超過 0      0 

テトラクロロエチレン 検出 2 0 0 0 - - 2 

 環境基準超過 0      0 

揮発性有機化合物  総数 調査 13 3 1 1 0 0 18 

 検出 2 0 0 0 - - 2 

 環境基準超過 0      0 

注１）本年度の測定計画調査において、環境基準項目のうち検出された項目のみについて示す 

注２）環境基準超過数は、検出された場合のみ記載 

 

(ｲ) 継続監視調査 

継続監視調査における揮発性有機化合物の項目別調査結果を表Ⅱ－5に、地下水利用用

途別調査結果を表Ⅱ－6に示す。 

調査した19地点のうち18地点で、クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジク

ロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレ

ンのいずれかが検出され（検出率：94.7％）、10地点で環境基準を達成していなかった

（超過率：52.6％）。 

 

表Ⅱ－5 項目別揮発性有機化合物調査結果（継続監視調査） 

調 査 項 目 
調 査 

地点数 

検出地点 環境基準超過地点 

地点数 検出率(％) 地点数 超過率(％) 

クロロエチレン 19 8 42.1 5 26.3 

1,1-ジクロロエチレン 19 4 21.1 0 0 

1,2-ジクロロエチレン 19 10 52.6 3 15.8 

1,1,1-トリクロロエタン 19 1 5.3 0 0 

トリクロロエチレン 19 13 68.4 5 26.3 

テトラクロロエチレン 19 5 26.3 1 5.3 

調査実数 19 18 94.7 10 52.6 
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表Ⅱ－6 地下水利用用途別揮発性有機化合物調査結果（継続監視調査） 
 

測定項目 

用途 

 

地点数 

生活用

水 

農業用

水 

営業用

水 
不使用 その他 総数 

クロロエチレン 検出 2 1 3 2 - 8 

 環境基準超過 2 0 1 2  5 

1,1-ジクロロエチレン 検出 0 1 0 3 - 4 

 環境基準超過  0  0  0 

1,2-ジクロロエチレン 検出 3 2 2 3 - 10 

 環境基準超過 0 1 0 2  3 

1,1,1-トリクロロエタン 検出 0 0 0 1 - 1 

 環境基準超過    0  0 

トリクロロエチレン 検出 7 1 1 4 - 13 

 環境基準超過 3 0 0 2  5 

テトラクロロエチレン 検出 2 2 0 1 - 5 

 環境基準超過 0 0  1  1 

揮発性有機化合物  総数 調査 9 3 3 4 0 19 

 検出 8 3 3 4 - 18 

 環境基準超過 5 1 1 3  10 

注１）本年度の測定計画調査において、環境基準項目のうち検出された項目のみについて示す 

注２）環境基準超過数は、検出された場合のみ記載 

 
ウ 揮発性有機化合物以外の環境基準項目に係る取りまとめ 

(ｱ) 概況調査 

概況調査における項目別調査結果を表Ⅱ－7に、地下水利用用途別調査結果を表Ⅱ－8

に示す（検出された調査項目のみ記載）。 

調査した18地点のうち、17地点で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素並びにほう素

のいずれかが検出され（検出率：94.4％）、全ての地点で環境基準を達成していた。その

他の揮発性有機化合物以外の環境基準項目はいずれの地点でも検出されなかった。 

 

表Ⅱ－7 項目別揮発性有機化合物以外の環境基準項目調査結果（概況調査） 
 

調 査 項 目 
調 査 

地点数 

検出地点 環境基準超過地点 

地点数 検出率(％) 地点数 超過率(％) 

硝酸性窒素及び 

亜硝酸性窒素 
18 14 77.8 0 0 

ふっ素 18 8 44.4 0 0 

ほう素 18 8 44.4 0 0 

調査実数 18 17 94.4 0 0 

注：検出された調査項目のみ記載している。 
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表Ⅱ－8 地下水利用用途別揮発性有機化合物以外の環境基準項目調査結果（概況調査） 
 

測定項目 

用途 

 

地点数 

生活用

水 

農業用

水 

営業用

水 
不使用 不明 その他 総数 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 検出 11 2 0 1 - - 14 

 環境基準超過 0 0  0   0 

ふっ素 検出 6 0 1 1 - - 8 

 環境基準超過 0  0 0   0 

ほう素 検出 6 0 1 1 - - 8 

 環境基準超過 0  0 0   0 

揮発性有機化合物以外 総数 調査 13 3 1 1 0 0 18 

 検出 13 2 1 1 - - 17 

 環境基準超過 0 0 0 0   0 

 

(ｲ) 継続監視調査 

継続監視調査における項目別調査結果を表Ⅱ－9に、地下水利用用途別調査結果を表Ⅱ

－10に示す。 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は11地点で調査を行い、すべての地点で検出され（検出

率：100％）、6地点で環境基準（10㎎／L）を達成していなかった（超過率：54.5％）。 

 

表Ⅱ－9 項目別揮発性有機化合物以外の環境基準項目調査結果（継続監視調査） 
 

調 査 項 目 
調 査 

地点数 

検出地点 環境基準超過地点 

地点数 検出率(％) 地点数 超過率(％) 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 10 100 4 40.0 

調査実数 10 10 100 4 40.0 

 
表Ⅱ－10 地下水利用用途別揮発性有機化合物以外の環境基準項目調査結果（継続監視調査） 

 

測定項目 

用途 

 

地点数 

生活用

水 

農業用

水 

営業用

水 
不使用 その他 総数 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 調査 6 2 0 2 0 10 

 検出 6 2 - 2 - 10 

 環境基準超過 2 1  1  4 
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(2) 市計画調査結果 

市計画における調査結果を表Ⅱ－11に示す。また、市計画における揮発性有機化合物の項

目別調査結果を表Ⅱ－12、地下水利用用途別調査結果を表Ⅱ－13に示す。 

調査した16地点のうち6地点で、クロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレ

ンのいずれかが検出され（検出率：37.5％）、全ての地点で環境基準を達成した。その他の揮発性有機

化合物は、いずれの地点でも検出されなかった。 

 

表Ⅱ－11 検出項目及び調査結果（市計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表Ⅱ－12 項目別揮発性有機化合物調査結果（市計画） 

 

調 査 項 目 
調 査 

地点数 

検出地点 環境基準超過地点 

地点数 検出率(％) 地点数 超過率(％) 

クロロエチレン 16 1 6.3 0 0 

1,1-ジクロロエチレン 16 5 31.3 0 0 

トリクロロエチレン 16 4 25.0 0 0 

調査実数 16 6 37.5 0 0 

注：検出された調査項目のみ記載している。 
 

 

 

 

（単位：mg/L)

番号 調査地区
クロロ

エチレン
1,1-ジクロロ

エチレン
1,2-ジクロロ

エチレン
1,1,1-トリ

クロロエタン
1,1,2-トリ

クロロエタン
トリクロロ
エチレン

テトラクロロ
エチレン

1 高津 坂戸 - - - - - - -

2 高津 二子 - - 0.028 - - 0.0038 -

3 高津 北見方 - - - - - 0.0003 -

4 高津 二子 - - 0.030 - - 0.0056 -

5 高津 諏訪 - - - - - - -

6 高津 坂戸 - - 0.0014 - - - -

7 高津 北見方 0.0002 - 0.0006 - - - -

8 宮前 犬蔵 - - - - - - -

9 宮前 犬蔵 - - - - - - -

10 宮前 犬蔵 - - 0.033 - - 0.0056 -

11 宮前 犬蔵 - - - - - - -

12 宮前 犬蔵 - - - - - - -

13 宮前 犬蔵 - - - - - - -

14 麻生 片平 - - - - - - -

15 麻生 片平 - - - - - - -

16 麻生 片平 - - - - - - -

0.002以下 0.1以下 0.04以下 1以下 0.006以下 0.01以下 0.01以下

0.0002 0.0002 0.0004 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002

(注１)太枠　　　　は環境基準を達成していないこと、－印は報告下限値を下回っていたことを示す。
(注２)空欄は過去の調査で汚染が確認されていないため、未測定の項目である。

環境基準値

報告下限値

調査地点

高津区
坂戸・
二子・

北見方・
諏訪地区

宮前区
犬蔵地区

麻生区
片平地区
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表Ⅱ－13 地下水利用用途別調査結果（市計画） 

 

測定項目 

用途 

 

地点数 

生活用

水 

農業用

水 

営業用

水 
不使用 その他 総数 

クロロエチレン 検出 0 0 1 0 0 1 

 環境基準超過   0   0 

1,2-ジクロロエチレン 検出 0 2 1 1 1 5 

 環境基準超過  0 0 0 0 0 

トリクロロエチレン 検出 0 2 0 1 1 4 

 環境基準超過  0  0 0 0 

揮発性有機化合物  総数 調査 4 3 1 5 3 16 

 検出 0 2 1 1 2 6 

 環境基準超過  0 0 0 0 0 

注１）本年度の市計画調査において、検出された項目のみについて示す 

注２）環境基準超過数は、検出された場合のみ記載 

 

揮発性有機化合物の物質別地区別調査結果を表Ⅱ－14に、揮発性有機化合物の環境基準等超

過状況の経年推移を表Ⅱ－15に示す。 

また、揮発性有機化合物以外の環境基準項目の環境基準等超過状況の経年推移を表Ⅱ－16に示

す。（表Ⅱ－14～16については下記目次参照） 

 

(3) 汚染井戸継続調査結果 

1地区（中原区今井上町地区）、5地点で実施した。観測用井戸について、全ての項目が不検

出であった。 

   

(4) 特定有害物質等製造等事業所調査  

ア Ａ事業所（電気機械器具製造業） 

5地点の観測井戸で調査した。その結果、クロロエチレンが4地点で検出され、2地点で基 

準値に適合していなかった。その他に調査した1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレ

ン、トリクロロエチレンはすべての地点で不検出であった。 

イ Ｂ事業所（輸送用機械器具製造業） 

7地点の観測用井戸で調査した。その結果、クロロエチレンが5地点で検出され、基準値に適 

合していなかった。1,2-ジクロロエタンが１地点で検出されたが、基準値に適合していた。1

,1-ジクロロエチレンが１地点で検出されたが、基準値に適合していた。1,2-ジクロロエチレ

ンは5地点で検出され、4地点で基準値に適合していなかった。トリクロロエチレンは１地点

で検出されたが、基準値に適合していた。その他に調査をした1,1,1-トリクロロエタン及び

テトラクロロエチレンはすべての地点で不検出であった。 

ウ Ｃ事業所（化学工業） 

      3地点の観測用井戸で調査した。その結果、クロロエチレンが3地点で検出され2地点で基準 

値に適合していなかった。1,2-ジクロロエタンが3地点で検出され、3地点で基準値に適合し

ていなかった。 
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     エ Ｄ事業所（電気機械器具製造業） 

     12地点の観測井戸で調査した。その結果、クロロエチレンが11地点で検出され、9地点で基

準値に適合していなかった。1,2-ジクロロエタンが1地点で検出されたが、基準値に適合して

いた。1,1-ジクロロエチレンが2地点で検出されたが、基準値に適合していた。1,2-ジクロロ

エチレンが7地点で検出され、6地点で基準値に適合していなかった。トリクロロエチレンが1

地点で検出され、基準値に適合していなかった。1,4-ジオキサンが6地点で検出され、1地点

で基準値に適合していなかった。その他に調査をした、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-ト

リクロロエタン及びテトラクロロエチレンはすべての地点で不検出であった。 

オ Ｅ事業所（食料品製造業） 

      6地点の観測用井戸で調査した。その結果、砒素が2地点で検出され、1地点で基準値に適合

していなかった。硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が2地点で検出されたが、基準値に適合してい

た。ふっ素が4地点で検出され、１地点で基準値に適合していなかった。ほう素が6地点で検

出されたが、基準値に適合していた。その他に調査をした鉛、総水銀、ジクロロメタン、四

塩化炭素、1,2-ジクロロエタン及びベンゼンはすべての地点で不検出であった。 

 

Ⅳ 地下水質調査関連資料 

表Ⅱ－14  揮発性有機化合物の物質別地区別調査結果                                 ９９ 

表Ⅱ－15  揮発性有機化合物環境基準等超過状況の経年推移                         １０１ 

表Ⅱ－16  揮発性有機化合物以外の環境基準項目調査結果の経年推移                 １０２ 
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00
0
2 

平
 

1
 

1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 

麻
生
 

上
麻

生
 

1
 

1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 

下
麻

生
 

2
 

2
 

0
 

2
 

 
2
 

0
 

2
 

 
2
 

0
 

2
 

 
2
 

0
 

2
 

 
2
 

0
 

2
 

 
2
 

0
 

2
 

 

黒
川
 

2
 

2
 

0
 

2
 

 
2
 

0
 

2
 

 
2
 

0
 

2
 

 
2
 

0
 

2
 

 
2
 

0
 

2
 

 
2
 

0
 

2
 

 

高
石
 

2
 

2
 

0
 

2
 

 
2
 

0
 

2
 

 
2
 

0
 

2
 

 
2
 

0
 

2
 

 
2
 

0
 

2
 

 
2
 

0
 

2
 

 

町
合

計
 

1
4 

1
4 

0
 

1
4 

 
1
4 

0
 

1
4 

 
1
4 

0
 

1
4 

 
1
4 

0
 

1
4 

 
1
4 

2
 

1
4 

 
1
4 

2
 

1
4 

 

井
戸

合
計
 

1
8 

1
8 

0
 

1
8 

 
1
8 

0
 

1
8 

 
1
8 

0
 

1
8 

 
1
8 

0
 

1
8 

 
1
8 

2
 

1
8 

 
1
8 

2
 

1
8 

 

注
）

本
年

度
の

調
査

全
体

（
概

況
調

査
、

継
続

監
視

調
査

及
び

市
計

画
）

で
検

出
さ

れ
た

項
目

の
み

を
示

す
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表
Ⅱ

－
1
4
 
揮

発
性

有
機

化
合

物
の
物

質
別

地
区

別
測

定
結

果
（
２

）
 

調 査 区 分
 

所
在

地
 

調 査 井 戸 数
 

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
 

1
,
1
-ジ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
 

1
,
2
-ジ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
 
1
,
1,
1
-ト

リ
ク

ロ
ロ

エ
タ

ン
 

ト
リ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
 

テ
ト

ラ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン
 

0
.
0
02

以
下
 

0
.1

以
下
 

0
.
04

以
下
 

1
以

下
 

0
.
01

以
下
 

0
.
01

以
下

 

区
名
 

町
名

 

調 査 数
 

検 出 数
 

達 成 数
 

最
高

検
出

濃
度

(
m
g/
L)
 

調 査 数
 

検 出 数
 

達 成 数
 

最
高

検
出

濃
度

(
m
g/
L)
 

調 査 数
 

検 出 数
 

達 成 数
 

最
高

検
出

濃
度

(
m
g/
L)
 

調 査 数
 

検 出 数
 

達 成 数
 

最
高

検
出
 

濃
度

 

(
m
g/
L)
 

調 査 数
 

検 出 数
 

達 成 数
 

最
高

検
出

濃
度

(
m
g/
L)
 

調 査 数
 

検 出 数
 

達 成 数
 

最
高

検
出

濃
度

(
m
g/
L)
 

継 続 監 視 調 査
 

川
崎
 
浜
町
 

1
 

1
 

1
 

0
 

0
.
00
2
3 

1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

1
 

1
 

0
.
00
0
2 

1
 

0
 

1
 

 

堤
根
 

1
 

1
 

1
 

0
 

0
.
01
7 

1
 

1
 

1
 

0
.
00
1
7 

1
 

1
 

0
 

0
.
2
3 

1
 

1
 

1
 

0
.
00
3
6 

1
 

1
 

0
 

0
.
06
0 

1
 

1
 

0
 

0
.
08
2 

幸
 

小
向

町
 

1
 

1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

1
 

1
 

0
.
00
0
5 

1
 

0
 

1
 

 
1
 

1
 

1
 

0
.
00
9
1 

1
 

0
 

1
 

 

小
向
仲
野
町
 

1
 

1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

1
 

1
 

0
.
00
2
0 

1
 

0
 

1
 

 
1
 

1
 

1
 

0
.
00
8
3 

1
 

0
 

1
 

 

東
古

市
場
 

1
 

1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

1
 

1
 

0
.
01
0 

1
 

0
 

1
 

 
1
 

1
 

0
 

0
.
01
9 

1
 

0
 

1
 

 

塚
越
 

1
 

1
 

1
 

0
 

0
.
03
8 

1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 

高
津
 

梶
ヶ

谷
 

2
 

2
 

2
 

1
 

0
.
00
2
7 

2
 

0
 

2
 

 
2
 

1
 

2
 

0
.
00
1
1 

2
 

0
 

2
 

 
2
 

0
 

2
 

 
2
 

0
 

2
 

 

蟹
ヶ

谷
 

1
 

1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

1
 

0
 

0
.
02
8 

1
 

0
 

1
 

 

末
長
 

 
 

1
 

1
 

1
 

1
 

0
.
00
0
6 

1
 

0
 

1
 

 
1
 

1
 

1
 

0
.
02
1 

1
 

0
 

1
 

 
1
 

1
 

1
 

0
.
00
0
3 

1
 

0
 

1
 

 

久
末
 

1
 

1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

1
 

1
 

0
.
00
8
4 

1
 

0
 

1
 

 

二
子
 

2
 

2
 

2
 

1
 

0
.
08
3 

2
 

2
 

2
 

0
.
00
1
4 

2
 

2
 

0
 

0
.
1
0 

2
 

0
 

2
 

 
2
 

2
 

2
 

0
.
00
6
7 

2
 

0
 

2
 

 

宮
前
 

菅
生
 

1
 

1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

1
 

1
 

0
.
00
5
0 

1
 

0
 

1
 

 
1
 

1
 

0
 

0
.
02
9 

1
 

1
 

1
 

0
.
00
0
3 

土
橋
 

1
 

1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 

初
山
 

1
 

1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

1
 

1
 

0
.
00
0
6 

1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

1
 

1
 

0
.
01
0 

多
摩
 
栗
谷
 

1
 

1
 

0
 

1
 

 
1
 

1
 

1
 

0
.
00
0
7 

1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

1
 

0
 

0
.
01
6 

1
 

0
 

1
 

 

堰
 

2
 

2
 

0
 

2
 

 
2
 

0
 

2
 

 
2
 

0
 

2
 

 
2
 

0
 

2
 

 
2
 

1
 

2
 

0
.
00
0
2 

2
 

2
 

2
 

0
.
00
7
5 

町
合

計
 

1
6 

1
6 

6
 

1
3 

 
1
6 

3
 

1
6 

 
1
6 

9
 

1
4 

 
1
6 

1
 

1
6 

 
1
6 

1
2 

1
1 

 
1
6 

4
 

1
5 

 

井
戸

合
計
 

1
9 

1
9 

8
 

1
4 

 
1
9 

4
 

1
9 

 
1
9 

1
0 

1
6 

 
1
9 

1
 

1
9 

 
1
9 

1
3 

1
4 

 
1
9 

5
 

1
8 

 

市 計 画
 

高
津
 

坂
戸
 

2
 

2
 

0
 

2
 

 
2
 

0
 

2
 

 
2
 

1
 

2
 

0
.
00
1
4 

2
 

0
 

2
 

 
2
 

0
 

2
 

 
2
 

0
 

2
 

 

諏
訪
 

1
 

1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 
1
 

0
 

1
 

 

二
子
 

2
 

2
 

0
 

2
 

 
2
 

0
 

2
 

 
2
 

2
 

2
 

0
.
03
0 

2
 

0
 

2
 

 
2
 

2
 

2
 

0
.
00
5
6 

2
 

0
 

2
 

 

北
見

方
 

2
 

2
 

1
 

2
 

0
.
00
0
2 

2
 

0
 

2
 

 
2
 

1
 

2
 

0
.
00
0
6 

2
 

0
 

2
 

 
2
 

1
 

2
 

0
.
00
0
3 

2
 

0
 

2
 

 

宮
前
 
犬
蔵
 

6
 

6
 

0
 

6
 

 
6
 

0
 

6
 

 
6
 

1
 

6
 

0
.
03
3 

6
 

0
 

6
 

 
6
 

1
 

6
 

0
.
00
5
6 

6
 

0
 

6
 

 

麻
生
 
片
平
 

3
 

3
 

0
 

3
 

 
3
 

0
 

3
 

 
3
 

0
 

3
 

 
3
 

0
 

3
 

 
3
 

0
 

3
 

 
3
 

0
 

3
 

 

町
合

計
 

6
 

6
 

1
 

6
 

 
6
 

0
 

6
 

 
6
 

4
 

6
 

 
6
 

0
 

6
 

 
6
 

3
 

6
 

 
6
 

0
 

6
 

 

井
戸

合
計
 

1
6 

1
6 

1
 

1
6 

 
1
6 

0
 

1
6 

 
1
6 

5
 

1
6 

 
1
6 

0
 

1
6 

 
1
6 

4
 

1
6 

 
1
6 

0
 

1
6 

 

井
戸

総
数
 

5
3 

5
3 

9
 

4
8 

 
5
3 

4
 

5
3 

 
5
3 

1
5 

5
0 

 
5
3 

1
 

5
3 

 
5
3 

1
9 

4
8 

 
5
3 

7
 

5
2 

 

注
１

）
本

年
度

の
調

査
全

体
（

概
況

調
査

、
継

続
監

視
調

査
及

び
市

計
画

）
で

検
出

さ
れ

た
項

目
の

み
を

示
す

 

注
２

）
「

井
戸

総
数

」
は

調
査

全
体

の
総

計
を

示
す
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年
度

物
質

名
基

準
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数

四
塩

化
炭

素
0
.
0
0
2
m
g
/
l
以

下
6
1

0
4
2

0
1
4
5

0
1
5
3

0
1
4
2

0
6
1

0
2
5

0
7
3

0
6
4

0
4
7

0
4
3

0
4
0

0

ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

0
.
0
0
2
m
g
/
l
以

下
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

1
,
2
-
ｼ
ﾞ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾀ
ﾝ

0
.
0
0
4
m
g
/
l
以

下
2
5

0
-

-
-

-
2
5

0
2
5

0
7
3

0
6
6

1
4
4

1
4
4

1
4
0

0

1
,
1
-
ｼ
ﾞ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

0
.
0
2
m
g
/
l
以

下
6
1

2
-

-
-

-
6
1

0
6
0

2
1
1
0

2
1
0
7

1
8
8

3
8
7

3
9
4

2

1
,
2
-
ｼ
ﾞ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

0
.
0
4
m
g
/
l
以

下
6
1

3
-

-
-

-
6
1

3
6
0

3
1
1
0

4
1
0
7

7
8
8

1
1

8
7

7
9
4

9

1
,
1
,
1
-
ﾄ
ﾘ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾀ
ﾝ

1
m
g
/
l
以

下
6
1

0
4
2

3
1
4
5

1
1
5
3

2
1
4
2

1
6
1

0
6
0

0
1
1
0

0
1
0
7

0
8
8

1
8
7

1
9
4

1

ﾄ
ﾘ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

0
.
0
1
m
g
/
l
以

下
6
1

1
6

4
2

4
1
4
5

1
3

1
5
3

1
6

1
4
2

1
6

6
1

2
0

6
0

1
0

1
1
0

1
1

1
0
7

1
2

8
8

1
6

8
7

1
4

9
4

1
0

ﾃ
ﾄ
ﾗ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

0
.
0
1
m
g
/
l
以

下
6
1

1
0

4
2

2
1
4
5

1
2

1
5
3

1
1

1
4
2

1
1

6
1

1
1

6
0

1
1

1
1
0

1
1

1
0
7

8
8
8

1
0

8
7

9
9
4

9

1
,
4
-
ｼ
ﾞ
ｵ
ｷ
ｻ
ﾝ

0
.
0
5
m
g
/
l
以

下
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

合
計

（
実

数
）

　
6
1

2
5

4
2

9
1
4
5

2
3

1
5
3

2
6

1
4
2

2
5

6
0

2
9

6
0

2
5

1
1
0

2
6

1
0
7

2
4

8
8

2
9

8
7

2
5

9
4

2
1

超
過

率
　

4
1
%

2
1
%

1
6
%

1
7
%

1
8
%

4
8
%

4
2
%

2
4
%

2
2
%

3
3
%

2
9
%

2
2
%

年
度

物
質

名
基

準
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数

四
塩

化
炭

素
0
.
0
0
2
m
g
/
l
以

下
4
2

1
2
9

0
4
4

0
4
0

0
5
0

0
8
3

0
5
4

0
5
4

0
4
9

0
5
8

0
5
4

0
3
9

0

ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

0
.
0
0
2
m
g
/
l
以

下
-

-
-

-
-

-
-

-
-

5
8

1
8
4

3
7
7

2

1
,
2
-
ｼ
ﾞ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾀ
ﾝ

0
.
0
0
4
m
g
/
l
以

下
4
2

0
2
9

0
4
4

0
4
0

0
5
0

0
8
3

0
5
4

0
5
4

0
8
8

0
5
8

0
5
4

0
3
9

0

1
,
1
-
ｼ
ﾞ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

0
.
0
2
m
g
/
l
以

下
8
7

3
8
4

3
9
7

1
9
1

1
1
0
5

1
1
2
2

0
9
3

1
9
3

1
8
8

0
8
0

0
8
4

0
7
7

0

1
,
2
-
ｼ
ﾞ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

0
.
0
4
m
g
/
l
以

下
8
7

9
8
4

7
9
7

6
9
1

8
1
0
5

7
1
2
2

8
9
3

8
9
3

6
8
8

6
8
0

5
8
4

4
7
7

4

1
,
1
,
1
-
ﾄ
ﾘ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾀ
ﾝ

1
m
g
/
l
以

下
8
7

0
8
4

1
9
7

1
9
1

1
1
0
5

1
1
2
2

0
9
3

0
9
3

0
8
8

0
8
0

0
8
4

0
7
7

0

ﾄ
ﾘ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

0
.
0
1
m
g
/
l
以

下
8
7

1
4

8
4

1
1

9
7

1
1

9
1

1
2

1
0
5

1
0

1
2
2

1
0

9
3

1
1

9
3

6
8
8

9
8
0

5
8
4

6
7
7

5

ﾃ
ﾄ
ﾗ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

0
.
0
1
m
g
/
l
以

下
8
7

8
8
4

9
9
7

9
9
1

8
1
0
5

8
1
2
2

4
9
3

8
9
3

4
8
8

8
8
0

9
8
4

7
7
7

7

1
,
4
-
ｼ
ﾞ
ｵ
ｷ
ｻ
ﾝ

0
.
0
5
m
g
/
l
以

下
-

-
-

-
-

-
-

-
-

5
8

0
5
4

1
3
9

0

合
計

（
実

数
）

　
8
7

2
4

8
4

2
1

9
7

2
1

9
1

2
1

1
0
5

1
9

1
2
2

1
6

9
3

2
1

9
3

1
3

8
8

1
9

8
0

1
7

8
4

1
5

7
7

1
4

超
過

率
　

2
8
%

2
5
%

2
2
%

2
3
%

1
8
%

1
3
%

2
3
%

1
4
%

2
2
%

2
1
%

1
8
%

1
8
%

年
度

物
質

名
基

準
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数
調

査
井

戸
数

超
過

井
戸

数

四
塩

化
炭

素
0
.
0
0
2
m
g
/
l
以

下
3
5

0
2
7

0
2
4

0
2
7

0
4
0

0
1
8

0
1
8

0
1
8

0

ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

0
.
0
0
2
m
g
/
l
以

下
7
5

3
7
8

3
6
4

3
8
0

4
6
7

4
6
0

4
5
8

5
5
3

5

1
,
2
-
ｼ
ﾞ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾀ
ﾝ

0
.
0
0
4
m
g
/
l
以

下
3
5

0
2
7

0
2
4

0
2
7

0
3
3

0
1
8

0
1
8

0
1
8

0

1
,
1
-
ｼ
ﾞ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

0
.
0
2
m
g
/
l
以

下
7
5

0
7
8

0
6
4

0
8
0

1
6
7

1
6
0

0
5
8

0
5
3

0

1
,
2
-
ｼ
ﾞ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

0
.
0
4
m
g
/
l
以

下
7
5

4
7
8

4
6
4

4
8
0

5
6
7

4
6
0

4
5
8

3
5
3

3

1
,
1
,
1
-
ﾄ
ﾘ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾀ
ﾝ

1
m
g
/
l
以

下
7
5

0
7
8

0
6
4

0
8
0

0
6
7

0
6
0

0
5
8

0
5
3

0

ﾄ
ﾘ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

0
.
0
1
m
g
/
l
以

下
7
5

5
7
8

6
6
4

6
8
0

8
6
7

6
6
0

5
5
8

5
5
3

5

ﾃ
ﾄ
ﾗ
ｸ
ﾛ
ﾛ
ｴ
ﾁ
ﾚ
ﾝ

0
.
0
1
m
g
/
l
以

下
7
5

6
7
8

5
6
4

4
8
0

4
6
7

4
6
0

3
5
8

3
5
3

1

1
,
4
-
ｼ
ﾞ
ｵ
ｷ
ｻ
ﾝ

0
.
0
5
m
g
/
l
以

下
3
6

0
2
8

0
2
5

0
2
8

0
3
4

0
1
9

0
2
3

0
1
8

0

合
計

（
実

数
）

　
7
5

1
4

7
8

1
3

6
4

1
1

8
0

1
6

6
7

1
4

6
0

1
2

5
8

1
2

5
3

1
0

超
過

率
　

1
9
%

1
7
%

1
7
%

2
0
%

2
1
%

2
0
%

2
1
%

1
9
%

注
１

）
数

値
は

井
戸

の
数

を
示

す
注

２
）

基
準

に
つ

い
て

は
、

平
成

4
年

度
ま

で
は

水
道

水
の

暫
定

水
質

基
準

（
昭

和
5
9
年

2
月

、
厚

生
省

）
及

び
Ｗ

Ｈ
Ｏ

の
飲

料
水

暫
定

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

を
評

価
基

準
と

し
、

平
成

5
年

度
か

ら
は

環
境

庁
水

質
保

全
局

長
通

達
を

評
価

基
準

と
し

、
平

成
8
年

度
か

ら
は

環
境

庁
告

示
の

地
下

水
環

境
基

準
に

よ
る

注
３

）
四

塩
化

炭
素

の
平

成
4
年

度
以

前
の

暫
定

水
質

基
準

及
び

Ｗ
Ｈ

Ｏ
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
よ

る
基

準
は

、
0
.
0
0
3
m
g
/
L
以

下
注

４
）

1
,
1
,
1
-
ト

リ
ク

ロ
ロ

エ
タ

ン
の

平
成

4
年

度
以

前
の

暫
定

水
質

基
準

及
び

Ｗ
Ｈ

Ｏ
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
よ

る
基

準
は

、
0
.
3
m
g
/
L
以

下
注

５
）

基
準

等
超

過
の

評
価

は
、

平
成

7
年

度
ま

で
は

環
境

庁
告

示
に

よ
る

評
価

基
準

（
年

最
大

値
に

よ
り

評
価

）
、

平
成

8
年

度
か

ら
は

環
境

基
準

（
年

平
均

値
に

よ
り

評
価

）
に

よ
り

行
っ

た
注

６
）

1
,
1
-
ジ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
の

環
境

基
準

は
、

平
成

2
1
年

度
に

0
.
0
2
m
g
/
L
か

ら
0
.
1
m
g
/
L
に

改
正

注
７

）
ト

リ
ク

ロ
ロ

エ
チ

レ
ン

の
環

境
基

準
は

、
平

成
2
6
年

度
に

0
.
0
3
m
g
/
L
か

ら
0
.
0
1
m
g
/
L
に

改
正

注
８

）
1
,
2
-
ジ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
は

、
平

成
2
1
年

度
ま

で
、

シ
ス

-
1
,
2
-
ジ

ク
ロ

ロ
エ

チ
レ

ン
と

し
て

測
定

2
0
2
0
年

度

2
0
1
2
年

度

2
0
0
0
年

度

2
0
1
3
年

度
2
0
1
4
年

度
2
0
1
5
年

度
2
0
1
6
年

度
2
0
1
7
年

度
2
0
1
9
年

度
2
0
1
8
年

度

2
0
0
1
年

度
2
0
0
2
年

度
2
0
0
3
年

度
2
0
0
4
年

度
2
0
0
5
年

度
2
0
0
6
年

度

表
Ⅱ

－
1
5
　

揮
発

性
有

機
化

合
物

環
境

基
準

等
超

過
状

況
の

経
年

推
移

1
9
8
9
年

度
1
9
9
0
年

度
1
9
9
1
年

度
1
9
9
2
年

度
1
9
9
3
年

度
1
9
9
4
年

度
1
9
9
9
年

度
1
9
9
5
年

度
1
9
9
6
年

度
1
9
9
7
年

度

2
0
0
7
年

度
2
0
1
1
年

度

1
9
9
8
年

度

2
0
0
8
年

度
2
0
0
9
年

度
2
0
1
0
年

度
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調
査

井
戸
数

検
出

井
戸
数

超
過

井
戸
数

調
査

井
戸
数

検
出

井
戸
数

超
過

井
戸
数

調
査

井
戸
数

検
出

井
戸
数

超
過

井
戸
数

調
査

井
戸
数

検
出

井
戸
数

超
過

井
戸
数

調
査

井
戸
数

検
出

井
戸
数

超
過

井
戸
数

調
査

井
戸
数

検
出

井
戸
数

超
過

井
戸
数

調
査

井
戸
数

検
出

井
戸
数

超
過

井
戸
数

調
査

井
戸
数

検
出

井
戸
数

超
過

井
戸
数

調
査

井
戸
数

検
出

井
戸
数

超
過

井
戸
数

調
査

井
戸
数

検
出

井
戸
数

超
過

井
戸
数

カ
ド

ミ
ウ
ム

3
9

0
0

3
9

0
0

3
5

0
0

4
3

0
0

4
0

0
0

3
9

0
0

3
5

0
0

2
7

0
0

2
4

0
0

2
7

0
0

全
シ

ア
ン

3
9

0
0

3
9

0
0

3
5

0
0

4
3

0
0

4
0

0
0

3
9

0
0

3
5

0
0

2
7

0
0

2
4

0
0

2
7

0
0

鉛
3
9

0
0

3
9

0
0

3
5

1
1

4
3

0
0

4
0

1
0

3
9

0
0

3
5

0
0

2
7

0
0

2
4

0
0

2
7

0
0

六
価

ク
ロ
ム

3
9

0
0

3
9

0
0

3
5

1
0

4
3

0
0

4
0

0
0

3
9

0
0

3
5

0
0

2
7

0
0

2
4

0
0

2
7

0
0

砒
素

3
9

0
0

3
9

0
0

3
5

0
0

4
3

0
0

4
0

1
0

3
9

1
1

3
6

0
0

2
8

0
0

2
4

0
0

2
7

0
0

総
水
銀

3
9

0
0

3
9

0
0

3
5

0
0

4
3

0
0

4
0

0
0

3
9

0
0

3
5

0
0

2
7

0
0

2
4

0
0

2
7

0
0

Ｐ
Ｃ
Ｂ

3
9

0
0

3
9

0
0

3
5

0
0

4
3

0
0

4
0

0
0

3
9

0
0

3
5

0
0

2
7

0
0

2
4

0
0

2
7

0
0

セ
レ
ン

3
9

0
0

3
9

1
0

3
5

0
0

4
3

0
0

4
0

1
0

3
9

0
0

3
5

0
0

2
7

0
0

2
4

0
0

2
7

0
0

硝
酸

性
窒

素
及

び
亜

硝
酸

性
窒
素

4
7

4
3

1
0

5
0

4
4

1
1

4
7

4
0

8
5
5

4
8

8
5
0

4
2

8
5
0

4
0

7
4
6

4
1

7
3
6

3
0

7
3
2

2
9

5
3
5

3
4

6

ふ
っ
素

3
9

7
0

3
9

2
1

0
3
4

1
3

0
4
3

4
0

4
0

1
0

0
3
9

2
9

0
3
5

2
7

0
2
7

1
1

0
2
4

1
3

0
2
7

1
5

0

ほ
う
素

3
9

2
3

0
3
9

3
6

1
3
4

2
2

0
4
3

3
0

4
0

2
8

0
3
9

3
2

0
3
5

2
3

0
2
7

8
0

2
4

1
6

0
2
7

1
4

0

合
計

（
実

数
）

4
7

4
7

1
0

5
0

5
0

1
2

4
8

4
7

9
5
5

4
9

8
5
0

4
9

8
5
0

5
0

8
4
7

4
5

7
3
7

3
4

7
3
2

3
2

5
3
5

3
4

6

調
査

井
戸
数

検
出

井
戸
数

超
過

井
戸
数

調
査

井
戸
数

検
出

井
戸
数

超
過

井
戸
数

調
査

井
戸
数

検
出

井
戸
数

超
過

井
戸
数

調
査

井
戸
数

検
出

井
戸
数

超
過

井
戸
数

カ
ド

ミ
ウ
ム

3
3

0
0

1
8

0
0

1
8

0
0

1
8

0
0

全
シ

ア
ン

3
3

0
0

1
8

0
0

1
8

0
0

1
8

0
0

鉛
3
3

0
0

1
8

0
0

1
8

0
0

1
8

0
0

六
価

ク
ロ
ム

3
3

0
0

1
8

0
0

1
8

0
0

1
8

0
0

砒
素

3
3

0
0

1
8

0
0

1
8

1
0

1
8

0
0

総
水
銀

3
3

0
0

1
8

0
0

1
8

0
0

1
8

0
0

Ｐ
Ｃ
Ｂ

3
3

0
0

1
8

0
0

1
8

0
0

1
8

0
0

セ
レ
ン

3
3

4
0

1
8

0
0

1
8

0
0

1
8

0
0

硝
酸

性
窒

素
及

び
亜

硝
酸

性
窒
素

4
4

4
0

5
3
2

3
0

7
2
9

2
5

6
2
8

2
4

4

ふ
っ
素

3
3

1
8

0
1
8

4
0

1
8

9
0

1
8

8
0

ほ
う
素

3
3

1
8

0
1
8

7
0

1
8

1
2

0
1
8

8
0

合
計

（
実

数
）

4
4

4
3

5
3
2

3
1

7
2
9

2
9

6
2
8

2
7

4

注
１

）
 
数

値
は

井
戸

の
数

を
示
す

注
２

）
 
基

準
等

超
過

の
評

価
は

、
環

境
庁

告
示

の
地

下
水

の
環

境
基

準
、

要
監

視
項

目
の

指
針

値
に

よ
り

行
った

注
３

）
 
ふ

っ
素

、
ほ

う
素

、
硝

酸
性

窒
素

及
び

亜
硝

酸
性

窒
素

は
、

平
成
1
1
年

2
月

に
要

監
視

項
目

か
ら

環
境

基
準

項
目

に
移
行

表
Ⅱ
-
1
6　

揮
発

性
有

機
化

合
物

以
外

の
環

境
基

準
項

目
調

査
結

果
の

経
年

推
移

2
0
0
7年

度
2
0
0
8年

度
2
0
0
9年

度
2
0
1
0年

度
2
0
1
1年

度
2
0
1
2年

度
2
0
1
3年

度
2
0
1
4年

度
2
0
1
5年

度
2
0
1
6年

度

2
0
1
7年

度
2
0
1
8年

度
2
0
1
9年

度
2
0
2
0年

度
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